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売春のどとがわるい

橋爪大三郎

フィリピン、タイなど東南アジア各地へむかう t 買春'ツアーを非難・告発する声が、大きく

まきお乙っている。いまわしい篭性侵略¥破廉恥な背徳行為一一間けば、もっともな指摘ばか

り。日本男性の所業とは、たしかl亡、情なくなるほどにあさましく、けしからぬもののようであ

る。

それでは、わたしもそれに唱和して、.買春=性侵略'反対を叫ぶべきだろうか? それもよ

いが、いささかひっかかると ζろものこる。どう言えばうまく伝わるか ζζ ろもとないがーーた

とえば、・買春=性侵略'のように海外へ自が向いているわりには、国内のほうはどうなってい

るのだろう。売春を'買春'と呼びなおし、買う側である男性の責任と主体性lζ焦点をあてると

とはよいとしても、そのために話の重点が(日本の対外的な〉加害行為の追及lζ移ってしまい、

かえって本筋(売春という ζ とそのとと)が見えづらくなったきらいはなかろうか? ああいは

とても意地悪く言えば、国内ではもう売(貿)春I[関して見るべき悲惨を発見し Ir.くくなったため、

しらずしらずのうちに問題巧ずれてしまラている、というととだってないとは言いきれない。ヒ

ュマニズムといえども通俗化すれば、たんなる危Ij度のひとつにすぎなくなる。反'買春'キャン

ペーンが、ある衰弱の徴侯でなければ幸いなのだが。

すでにタイトノレにしてからが、早呑み ζみの読者の眉をひそめさせていると乙ろへ、乙ういう

ととまで言いはじめたのでは、すかさずつぎのような声があがるにちがいなし、売春が悪いの

は、決まフているでしょう。その点を留保するなんて、ずうずうしい、極めっきの男の論理

だわo 女性の傷みを見ず、女性の人権を無視するような議論は、許せませんよ とういう非

難がさきほどから耳につい!てまわって、筆をすすめるにも気が重いのだが、まあ、すとし待って

もらおう。とにかく、海外への性侵略とよばれるような事態は、ひとすじなわでは解けないこみ

いった出来事なのである。たんに売(寅)春を考えるのなら、圏内の実態をさきにとりあげる方が

よい。そ ζで、昨今のトルコ風自にいたる売春形態の変遷と、それをめぐるさまざまな言説の流

れを追ってみた。そとから、売f買)春を照らしだすある基準点がみつかれば、はじめの問題にも

なにか益すると乙ろがあるかもわからない。

ととろで、そうしてわたしの得た暫定的な結論は、やや意外なものだ:第 1次的には、売(寅)
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春をす ζ しも悪しきもののように考える乙とはなL、。売(買)春がおぞましいものにみえるのは、

<性>空間一一人間のく性>的な活動の集合的な全体ーーがそ乙 lζ及ぼす効果のせL‘である。す

なわち、ある副次的な現象I[すさない。

はじめはわたしも、売(買〕春はいけないことだと信じて、その根拠をたずむるつもりだった。

と乙ろがしらべてみると、どうやらいままで誰ひとり、売(買)春=悪、を証明できたものはいな

いらし L、。反売春の言読はおよそ、売(買)春を直撃するというより、その周辺部を詰撃してきた

だけではないか。ところがその事実は、いっこうに気付かれていないようである。も Lかすると

売(頁)春はす乙しもいまわしい事態ではないのではなかろうか? 乙のような疑念はあとからい

くらも湧いてきて、とどめるととができなし、。そこで ζの点をはっきり主せるため、以下では、

'売春は悪くない'という仮説的な立場1[身をおいてみることにした。発想を 180度転換した

のである。願わくは、今後の議論の展開と深化のなかで、本稿の立場が論破されるなりして、き

ちんと結着がつけられるように。

1960年代の後半どろトJレコ風呂での売春(ト Jレコ売春)は、けっして一般的ではなかった。

わずか 10年あまりまえのととなのに、いまからみると信じられないかもしれなL、スペシャル

とよばれる指技サーヴイスがふつうで、「本番」まで行なうのは、限られたどく少数の庖だけで

あった(広岡 (1980:65))。乙れが常識だったので、そのあともそんなと ζろかと思って

すませていたのが、わたしのうかつであった。性風俗の移りかわりはBまぐるし L、。1969年、

「川崎城」の浜田某なるトルコ嬢が・泡踊り'の技法を編みだしたとろから数年をまたずして、

・革新トルコ'の波が全国をおおいつくしていたのである(広岡(1978: 59) ( 1980 

15 ) )。 トルコ風呂はいまや、公然、たる娼館というにふさわし L、。トルコ売春と売春防止法と

の、奇妙な共存状態。売春を根だやしにするはずだった売春防止法の、乙れはまた何という皮肉

な帰結であろう。

:jく

わが国の売春制度は、 1世記あまりのあいだに、ほぼ 3つの転期を経てきている。順I[、娼妓

解放令 (1872)、公娼廃止令(1946)、売春防止法 (1956)である。

遊廓は、幕藩制の身体技術論が必然的にうみだす区画のひとつであった。明治以降0:)集娼地域

も、との遊廓を原型とする。

維新後まもなく、新政府は思わぬ ζ とから、遊廓対策を迫られる乙とになった。事のおこりは
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合IC。それでもこれは、変化の箆笑なー陪梯をなす。 18遊廓の業者は、府県知事より席貸の免許7 リヤ・ルス号事件 (1872)である。ペルー籍の奴隷商船7号が清国マカオを発って嵐lζ遭い、

をうけ、指定の街区で営業するよう義務づけられたし、娼妓・芸妓も届け出て室討し( I i cense ) 横浜港』ζ碇泊・修理中、電積み荷'の中国人 1名が脱走して英冨軍経lζ泳ぎっき、鉛中での虐待

を受けねばならなかった。乙うして、公娼( I icensed prost i tut ion )の湾代がはじまあ。公娼を訴えた。英国側の通報を受けた外務卿副島稜臣は、外交問題がこじれることを心配する反対派

制度は 1900年の内務省令(娼妓取締規則)によって、古典的な確立をみた。乙の規則は、娼妓
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をおさえて、乙の仲を外務省管下の特別家判iζ 付する乙とで政府部内をとりまとめ、参事大江卓

を特命裁判長IC任ずる。ベルーが条約未済国であったと ζ ろから、 ζ の裁判iζは、独、仏等外国

領事団からの抗議が栢ついだが、大江はこの圧力に屈せず、法律顧問ヒ ーノレの策に従L¥r7 号

船長が・船客'を領海内で不当 IC虐待した行為は圏内法IC反す Jと設定する。乗船の中国人 231

名は、その自由意志を尊重して、収容所にかくまし¥7号船長の帰船要請も斥けてしまった。ぺ

Jレー側は当然とれを不服として、契約確認の訴えをおとすが、再びこれを裁いて大江は、「奴隷

契約につき無効」との判断を下す。事件はさらに、ロシア皇帝の仲裁裁判へともつれこんだが、

乙乙でも日本の主張が確認される。乙うして中国人は無事、清国に帰還し、人権外交は輝かしい

成功を収めたのである。しかしこの裁判中、原告が、そういう日本にも奴隷契約が存在するでは

ないかと、遊女の身売証文の写しを法廷に提出する戦術IC出たととは、政府をすっかり周章狼狽

市川 (ed.) [1978 ・258f] 

を、所轄警察の登録・管理下におき・、居住・移動の自由を制限するととを、最大の限目としてい

る。警察は、いまや廓の，管理者、いな、事実上の保護者となったのであった。とうして登録され

た娼妓の総数は、明治末~大正どろで 4~5 万人程度をかぞえ(1)、それ以外にまだその半数ほど
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させた。他国の奴隷を解放した手前、いやでも遊女を解放しないわけにはいかなくなったのであ

る。

ζ うして同年下されたのが、娼妓解放令と司法省達(司法卿江藤新平自らの起草になるという)
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ハ
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ヶ
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玖

可

穴

訂
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H
h
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ノ
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取
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之
辺
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定
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h

寸
mド

丘
、
よ
じ
汁
・
司
ニ
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=
一
円
、
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一
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七
ニ
ぶ
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日
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大
政
刀
述
円
以
二
百
九
十
五
号
(
刻
妓
解
放
令
)

とであった。それらを参考のために掲げる。

司
法
省
述
第
二
十
二
号

O
第
二
十
二
号
(
十
月
九
日
)

本
月
二
日
太
政
官
第
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百
九
十
五
号
ニ
市
佐
仰
出
候
次
第
ニ
付
左
之
件
々
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心
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事
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人
身
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ハ
古
来
ノ
制
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ノ
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年
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々
ノ
名
目

7
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売
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ノ
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祭
-
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ん
ニ
付
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位
以
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等
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/
安
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者
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ヲ
屯
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ん
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ハ
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札
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兵
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ノ
全
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ヲ
可
取
錨
事

一
向

上

ノ
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ハ
人
身
ノ
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ヲ
失

7
者
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牛
馬
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ラ
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ヨ
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馬
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ノ
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弁
ヲ
求
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ノ
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ニ
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悶
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ノ
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へ
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一
所
ノ
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忽
立
-
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組
問
滞
金
等
ハ
一
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償
ん
ヘ
カ
ラ
サ
ル
中

包
シ
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月
二
日
以
来
ノ
分
ハ
此
似
ニ
ア
-フ
ス

-
人
ノ
子
女
ヲ
念
公
上
吉
リ
喪
女
ノ
名
目
ニ
為
シ
約
綬
芸
妓
ノ
所
業

7
為
サ
シ

ム
ん
必
ハ
災
中
山
口
上
比
チ
人
身
売
買
ニ
付
従
削
今
筏
可
及
既
設
/
所
白
山

《
司
法
省
沼
第
二
ニ
号
.
一
八
七
二
年

-
O月
九
日
》

の私娼と、公娼とほぼ同数(のちKはそれを上回る数 〉の芸妓とが同様の稼業をいとなんでいた

(市)11( ed. ) ( 1978 : 282 ， 405 ) )(2)。
公娼制度がもたらそうとするものは、端的に、臣民の身体秩序であった。ちょうど帝国憲法がζ うした法令がただちに遊里の実態を一変させるようなものでないのは無論である。たとえば、

援装された人権の体系にすぎなかったのと同じ程度に、娼婦の自発性はみせかけのものである。

彼女らは、親の同意と承諾をえて、家族の要請を背負ったままやってくる。だから、監禁と監視
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省達にもかかわらず、廓の養女制度はその後もなお健在で、大正どろまでは 1 0~15年間、昭和

iζ入ってからでも 3-5年間ぐらいの年季がふつうであった(井上 (1980:24))という具
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資

料

5 

売
春
防
止
法毘

句
三

i--乞
三
月
-
=
口
辺
信
抑
覗
件
司
e
G
去
三
日
た
-
-
=
三

忽
乏
祖
訊

一ム
山
内
侍
・
5
z
=
=
七
Z
詮
拘
笥

h
-
d
'一-。
，，mh
-ハ
?
-
号

第
一
意
叫
に
陀

{
目
的
}

京
一
長
ニ
の
怪
揖
は
‘
売
春
日
か

λ
と
し
て
の
罵
尽
E
E
K
性
直
径
に
反

L
、
社
主
の
善
良
町
民
起
を
み
だ
す
む
の
で
み
る
ニ
と
に
か
ん
が
み
.
す
に
事

官
助
公
す
る
行
為
一
令
官
m
h
Z
す
る
と
と
も
に
、
位
行
主
は
現
慢
に
屈
し
て
Z
A

専
を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
女
子
に
対
す
と
日
目

4
£

T
A
び
何
種
史
生
の
m
E

を
氏
ず
る
ニ
と
に
よ
っ
て
‘
売
容
の
防
止
を

ωる
こ
と
を

H
的
と
す
る
.

(定

E』

第
二
呈
こ
の
苦
阻
T
J
一
一
辛
句
と
口
、
対
告
を
圭
吋
エ
は
a
O
A
げ
る
訂
正
で
‘

不
特
定
の
判
相
手
方
と
住
立
す
る
ζ

とtどし
γ

う
a

2
h
春
町
駒
m
w
=

第
三
去
何
人
も
‘
矢
容
を
L
‘
又
は
そ
の
相
手
方
と
な
っ
て
は
な
ら
な
L
.

{
週
同
上
の
注
怠
}

第
四
量
こ
の
詰
障
の
適
用
に
あ
た
っ
て
u
・
国
民
の
持
制
を
不
当
に
侵
暫
し

な
レ
よ
う
に
留
E
し
な
吋
れ
ば
な
ら
な
い
.

刑
事
足
労

筑
ニ

g

(
勧
代
寄

V

明
山
王
長
突
事
t
す
る
目
的
で
・
次
の
各
号
の
-
に
広
当
す
る
行
為
を
し
た
宅

は
-
六
月
以
下
円
程
ザ
役
エ
ロ

一
万
円
以
下
町
罰
全
に
£
τ
る
・

一

世
障
の
自
に
ふ
れ
る
よ
う
な
方
記
で
.
人
を
売
軽
の
相
手
方
と
な
る
よ

う
に
約
訴
す
る
こ
と
.

ニ

実
曹
の
相
志
方
と
な
る
土
う
に
H
U
抗
す
る
た
め
.
5
路
・
て
円
借
公
共
の

喝
所
で
・
人
の
身
辺
に
wy
ち
ふ
さ
が
り
、
又
は
つ
き
ま
と
う
こ
と
・

三

公

保

の

目
に
ふ
れ
-
A
m
-
-
う
な
方
注
で
客
持
ら
を
し
‘
エ
は
広
告
そ
の
位

こ
れ
に
記
錯
す
れ
・
万
廷
に
よ
り
人
を
Z
h
S
の
副
手
方
ζ

な
る
よ
う
に
民
引

す，.。，
M

か』.

A
E
食
事
V

郊
六
圭
-
一
内
容
の
周
旋
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
回
聖
位
旦
は
五
万
円
以
下
町

罰
金
に
短
す
る
.

2

亮
療
の
悶
民
営
ず
る
目
的
で
、
次
の
寄
号
の
-
に
伝
当
す
る
行
局
を
し
た

者
の
処
罰
只
罰
砲
と
同
ほ
と
す
る
.

-

人
を
売
容
の
相
手
方
と
な
る
よ
う
に
勧
訴
す
る
こ
と
.

のうちに、 集娼区域にとめおかれなければならないのだ。

敗戦によって米占領軍の進駐が目前iζ迫ると、政府は急ぎ占領率のための慰安施設を用意すべ

く動きはじめる。 ζ の任には再び警察があたることになり、東京では早速警視庁の指導で業者が

集められ国際親善協会 (RAA)が組織された。協会はただちに「 戦後処理の国家的緊急施設の

-y告として駐留軍慰安の大事業lζ参加 J(田中(巳 d.)C1975b:67))する慰安婦を募集

して、営業をはじめたが、性病の蔓廷によって半年後IC.は閉鎖されてしまう。戦後大量に出現し

た街娼(パンパン)は、乙の RAAからの流出組がひきがねにな っているという。

一方、 7 "7カ ーサ一司令部は、戦後民主化政策の一環として、1946年 1月、公娼制度廃止に

関する覚え書を日本政府iζ示し、政府はとれに応じて娼妓取締規則(1900年)を廃止した。乙

の結果、法制上娼婦の存在は公認されたものでなくなり、集娼地域の業者は特殊飲食庖lζ看板を

ニ
告
。
町
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す
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が
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.
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す
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.
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又
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又
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を
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.
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十
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す
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・
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ず
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こ
と
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Z
と
し
た
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は
・
七
年
以
下
町
空

役
丘
び
三
十
方
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以
下
旬
罰
士
に
処
す
る
.

-
Z
山
形
E
Z
ぜ
る
量
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抗
十
二
長
人
を
自
己
の
占
有
L
-
若
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ず
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所
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措
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す
る
出
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こ
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亮
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し
た
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は
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十
年
以
下
町
聖
位
且
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円
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す
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拐
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】
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す
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地
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右
は
・
五
草
以
下

回
想
役
且
ぴ
二
十
万
円
以

τの
罰
金
に
処
す
る
・

かけかえるこ とになる。乙れらが、警察の特別取締りの対象となる、いわゆる赤線区域を形成し、

指定外の売春汚染地帯(いわゆる青綜)とともに、戦後売春形態の代名詞となった。 1947年勅

令9号Iζより、前借金による売春は一応禁止されたものの、旧態は依然として改まるととろがな

かったと言っていい(市川 Ced.)C 1978: 636 f))。

赤線時代lζは、取締法規が存在 しなかったから、売春をさせる行為自体は違法でなかった。乙

れに対して廃娼の世論が高まりをみせ、それを背景IC.、 数次にわたる挫折ののち、ようやく 1956

年、売春防止法が国会を通過し、翌々年発効する。 乙の法律は、管理売春・場所提供を処罰の対

Z

怖
を
担
っ
て
.
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去
の
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に
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す
る
安
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.
土
怠
旦
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建
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を
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し
た
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想
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十
万
円
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に
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す
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司
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又
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と
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、
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書
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す
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か
、
そ
の
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人
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は

人
に
対
し
て
も
.
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車
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罰
金
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を
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す
る
.

{
併
科
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第
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量
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長
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二
制
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拐
を
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し
た
者
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役
丘
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z
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併
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す
る
こ
と
が
で
き
る
.
第
七
長
第
-
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に
係
る
同
奈
第
三
項
の
罪
を
犯

し
た
君
に
対
し
て
も
.
同
ほ
と
す
る
-

AZ川
町
戦
行
計
子
の
特
例
}

お
十
六
量
第
五
去
の
界
を
犯
し
た
者
に
対
L
-
そ
の
罪
の
み
に
つ
L
て
忽
役

の
吉
在
官
す
る
と
き
は
・
刑
法
戸
同
情
市
四
十
年一
法
血
事
四
十
五
号
)
第
二
十

五
今
一
声
ニ
項
た
だ
し
Z
の
規
定
を
適
用
し
白
い
.
句
法
第
五
十
白
墨
京

一
項

刀
綬
定
に
・
'
り
第
五
車
の
界
の
一
ー
に
よ
っ
て
冒
~
P
E
の
宮
涯
を
す
る
と
き
も
・

向
認
と
す
る
.

象とする ζ と、売春婦の保護・厚生をはかること、を 2本の柱としている。 ζの結果、旧来の赤

線.f号線地帯などでの公然たる売春営業は姿を消し、 パンマ、ヤトナ、温泉芸妓などのモグリ売

春iζかわっていく。(なお、 沖縄県には、 1972年の施政権返還と同時IC.同法が適用された。)

1970年代にはいると、すでにのべたよう』ζ、売春営業がトルコ風呂の形で完全に息を吹きか

えし、滋賀県建琴のような全く新しい集娼地域を形成するにいたった。売春防止法は、たしかに

ひとつの函期をなしたのだが、それは、売春を根絶するのでなく、売春を近代化することに専ら

貢献してしまったような具合である。

以上のような 10σ年余IC.わたる売春形態の変遷を、確認のいみで図式にまとめれば、

/遊廓遊女

娼妓・芸妓/接待所・貸座敷E 

女給・酌婦/特殊飲食庖E 

〔
以
下
略
}

/特殊浴場(トルコ風呂 )

の4段階iζ示しうる。むろんこ乙で一番注目すべきなのは、

トルコ嬢N 

市川 (ed.)[1978 :129fJ 
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3つの契機のうえに拾かれている。 ζれるζ とをいう J(第 2条)となる。乙乙で'売森行為は、制度や法が断続的iζ、急激lζ変化するように見える場合でも、社会の実態のほうはゆるやかな

らー ー不特定性、性的交渉、対佑ーー はたし内、に、フ，uJ行会を際立たせる要件であるとみえる。持続を刻むにすぎないと考えておけばまちがいはない。江戸の遊廓から戦後の赤線に致る娼家経

その行為は完春と(!匁jのものに転化してしま今。たとえ笑際 ζ れらの契機のどれかが欠けると、営は、笑際そのような連続たる持続によってつながっている。そこで女性らのおかれた状態は、

(;f、王手ら特定の相手を対象 とするなら むしろ、妥ーであるとか情婿であるとかいう関係となろう。奴隷的な拘束状況であるとも、非人間的な苦役であるとも、形容して足りな b、。そして、売春を

また対伎を求めないのであれば、ナンパや乱交として現象するoSらに、性交を伴わない性的→+めぐる言説のほとんどは、ζのような売春のありさまを専ら念頭において構成されてきた。しか

"ピ ンクサーヴィ ス"や"赤ちゃんの館"など訟のジャン Jレになるであろう 、もつーヴィスは、

とも、そ乙 lζ大きな区切りをみとめる乙とにさ したる意床はないと，Eわれるけれども。

ことでひとつの疑問は 一一売春といえば男が女を買うものと相場が決まっている ようだが、逆

ζれも当然、売春にあたるとさきの定義を素直にま仁むら 、の場合iζ は売春とよぶのか否か?

そのようなケ ースを念、震においていないらし b、。当局のI去解思われる。しかし、売春防止法は、

釈 ? 通 説 )(ζよっても、男性の行為に同法を適用するのはミ乏!とされているとい弓 (3)。だがじ

つは、女が男を買うのも、決して珍らしレ乙とではない。江戸時代、大庖のおかみの最上OJill;?;

(1.、芝居見物と ・役者買い'であった。もちろん現代でも、妖ヨのジ コ'ロを地でいくよ 4な高級

売春夫から、安手のホスト・クラブあたりで絹をはる手合いまで、大都会{ζ はとれら入廷が潟を

いている。

それではなぜ、男が女を買うのが常態であるわりには、女が男を買うという ζ とが比較的生じ

「大名 」の項.入浴料と時間の関係がよくわかる。「ハリウッド劇場 」の項。
客と鏑D子が舞台で・本番 'をするのはいまや当b前だが，とくにそのため
の対償をとっていないので.売春防止法違反?では検挙できない。

5 資 料

トルコ~呂は、江戸期以来の娼家とはまた別の起源をもった、 新規 lζ 出現した経営体なのでし、

あるoこれは、公衆浴場法という法的根拠をもった公然、営業形態であって、線引き区域内での営

業を許可されている。吉原のような旧赤線区域がひきつづき指定される場合が目立つため、しば

しば旧遊廓のような娼家から連続するもののように思われやすいが、そうとは言えなし、。売春防

トルコ風呂はおおむね売春とは無縁であったのが、何より止法の発効から 10年以上もの期間、

の証拠である。その聞にそこで働く女性も、経営者も、赤線時代とは入れかわっている。乙のト

ルコ風呂の営業の実情を、いくつかの資料から再構成してみよう。そとから、問題の筏心がみえ

てくるかもしれない。

2. 

..--- ::::こ慢畠12翠翠~?\，ノモミー4
zpsziZ房長手口(~平明ロ;[ f zzg明日 gpe門

賞241322253EE↓f|:?223信号EEE.825ゴ長引は56iF87?雲寺川，害
警iii;iljjjiZFiji;5i2341551i凶iifiiiiiiiFEi山Z
Hjzidホ言呂奈;22;iP??サ ij18:3門ji;iii iiiiiiiiis |言
和没者Z続三izjS255ERSh子 E得予言t」jE享2222持 持反じ

い ;諜j詰翠i予ρ号リrパi糠i建譲感i露諮鱗語譲議i誇iト:ト戸‘u吋.守z炉守z思翌宍冗;?詑:立;;L七1γn〆R
;i; ;17;; ;i; ;i; !護;ii:;;i語;!ji:i詩;P1;!;;譲!j2ji;;g?翼擁緯鵜;iE農議騒;;3襲議;i信譲;i5;i語;i3;j;;護;ii;;能;;;告持;;討詰j江3;i;芝:;3!i;j芝:i3;i;L 1 ! ? : 一

F 問 3摘民拙挺担捌捌l口凶叩司改1

;宗:2;j草;5ii議i5;;毒j2;;議j長;?宅堅顎鞍;5葬読諮;号雪語!i器;i;《結;;建号李翠襲顎;3考等;号草;5;有;守!i議;支i;挙;手i;罪!宅悶!珂司 ; i宝ii;;草;5;;望;2!!g!2護譲窓部;2富玄誤鮭;5言罰詫路;;2詫詰z1言立;E5;2;;3! l 
語誌込芝之否Js長詰説玉勾議3長i三:完廷磁i与z三J暴言3gPzdEjiii?iZz!?EES で ヲ

野白羽jグンダイ』

常識的な理解、たとえば売春防止法を~

用すれば、「乙の法律で「売春」とは、対償をうけ又は受ける約束で、不特定の相手方と性交す

売春を端的1r.定義すれば、どのように言えようか?
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サーヴィスの技巧を欲するとか、自分が特別の暗好をもっているとか。第 3に、そのような関係

それ自体が他iこかえがたいとして望まれるお合。人称的な関係の煩わしさがないとか、風俗の浮
乙うした非対称の由来は、当面ただふたつ、すなはち、 (i)男性が専ら可にくいのであろうか?

薄に流される開放感だとかp そして第 4K、乙れらの動機の背後lζ隠された本来の動機、すなは
処分所得を握っているという、経済力の格差、(ii)男性の性機能が短時間には回復しないという、

ち、抑圧された攻撃性向や差別意識、疎外感のようなものを発見する乙とも、できないわけでは

生理的条件、 iζっきていると思われる。 ζれ以外の伺か本源的な理由づけ、たとえば男性ばかり

ないo~、ずれにせよ、乙れらの動機はもっともありふれているので、それが弓処分所得のなにが
が放鋳な肉欲を課されているとか、浮気で恥知らずであるとか、女性は特定の対象とのあいだの

安定した関係、を望むものだとかの説明を与える必要は、一切ないだろう。それらは嘘っぱちか、

しかを有効需要にかえてしまうととになるのは、当然のなりゆきである。

それを、売春に支払われる対償か

みつけだしてくる。対償は、貨幣もしくはその類似物など、要するに {一般的な)受領可能性を

これに対して、性的サーヴィスの供給はど乙にあるのか?

せいぜい上の(i)、(ii)に規定されて生じる副次的な効果の部類lζ属する。

売春は世界でもっとも古い商売といわれる。たしかにそれはひとつの商取引、商品関係にちが

伴うものなのだが、それをえようとする乙とだけでを売春の十分な動機となるだろう。たしかに

いない。従って売(寅)春は、性的なサーヴィスの供給(対償の需要)者、ならびに需要(対償の

供給)者のみつかるととろでは、どとででも成立する関係であるし、事実いたるととろで成立じ
(過重な)

労働であるし、暴力や性病や検挙の危険もつきものである。そしてなにより、道徳や倫理・心理

ひとは、売春する乙とに対するさまざまな抵抗にとりか乙まれている。売春はまず、

-生理的な抵抗感がそれを阻むであろう。しかしそれらは対償の相場を釣りあげるにすぎない。

ー異常'なことでも‘ 変則'なことでもなし、。

人間は、ほんの好奇心によるのであれ、あるいはそれ与L上になにか積径的な動機によるのであ

れ、対償とひきかえに異性を自由にしたいと思ってみたり、現ICそうしたりしてもす乙しも不思

てきた。売(買)春は人類の‘常態'であって、

各自が身体の自由な主体であるならば、かならず売春の需要ICみあうだけの供給をみいだすであ議でないような、浅はかな生きものである。乙の、ありうべき動機を、もうすとし詳しく想定し

ろう(4)。てみよう。まず第 11ζ、そうでもしないと己れの切迫する欲望をみたせないと感じる場合。たと

売(買〕春は、性的サーヴィスをめぐるマーケットであるo いま、対f誌を求めない男女格互の性

的な出逢いをまんなかに置いて考えるとすると、その両翼l乙、男性が女性を求める 7 ーケット、

女性が男性を求める 7 ーケ 7 トが存在する。(乙の他に、男性が男性を求めるマーケット・ーなど

えば、性道徳、iζ囲鏡された単身者で・あるとか、配偶者と隔てられた世帯持ちであるとか、第 21C、

そうでもしないと己れの特殊な欲望をみたせないと感じる場合。たとえば、相手の若さ、美貌、

「ヤングスタ ーJの項，①室内で勧誘し.を鴻所をかえれば，自由摩愛とみ
左されて，売春防止法の適用外。 rS Jの項， 7・ンア系外国女性の「格場」
7がうかがえる。

「ニ包ー竜宮減」の項，警察の取締bとl苫の自主規制がきびしいことがわか
る。 rx x Jの項は，下級の街娼o回転をはやく しないと水務げがえがたい。
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もあろうが、いたずらに話をややこしくするばかりなので省略する。)相互的な出逢いのかたち

は、典型的な恋愛幻怨( love -romance i llus i on )にもとずくような対関係から、もっと

も2日物的な対関係までの幅がありうるが、相手方に対して対償をもとめるのでないι人上は、それ

で生計を維持するという ζ ともありえない。そのいみで、それは'素人'の所業である。とはい

え、'恋愛'として一括されがちな乙うした関係も、ふつう信じられているよりはずっとあいま

いな境界によって売(寅)春と接続しているととを知るほうがよし (510

対償をうるつもりで任意の異性と性的交渉をもつならば、 それはすでに売春である。どちらが

言いだしたのかはともかしそれが双方の合意だけによる場合、与特売春と己われる。

売春を常習し、業としていとなむ際iこもっとも問題になるのは、他の商売でもそうだが、継続

的[ζ安定して震客がみつかるかと、うか、という点である。たとえ違去でないとしたとて、事柄の

性質上、自分から大っぴらには宣伝しにく b、。そ ζでしばしば、医黙の集合的な了解が利用され

る。街娼は、出没する場所・時間が社会的事実として特定されていて、それを目当て!こ詰客も白

然にあつまってくる。しかし、売春を業とするものは、つねに'危険.，ζ隠されている。桓手方

は不特定であって、札つきの犯罪人や性的異常者でないという保亘はなし、。また対依 t 金銭)を

とりはぐれたり、交渉が乙じれた挙句危害を加えられたりするた・それもある。体がもとでの高完

では、怪我でもすれば元も子もなb、。だからそ乙 lζ、第 3者が介在する積極的な理由が生ずる。

乙の場合iζ、管理売春やそのほかの売春形態がうまれる。娼家を筏える管理売春ーでは、建物など

の存在それg体が目標となって、広告機能をはたす乙とになる。 ζれは、売買春の当事者双方lζ

とって、文いなる便宜である。

売(買)奉行為はとにかく、一般の犯罪とは異なって、両当事者の・合意.，ζもとづいた社会関

係である。後害者のいない「犯罪」なのだ(6)。もし、法が保護を与えないのだとすれば、それに

かわるものが保護を与えるとと占なろう。それがヒモのとともあり、娼家の経営者、場所提供者

の乙ともある。彼らは ζ の7 ーケットに介入し、'うまい汁'を吸う立場につく。

売春l乙搾取や加害/被害関係はっきものであるため、売春に対する古典的な批判のかずかずは

いつも乙の点をやり玉にあげてきた。しかしとれら悪しき事柄は、売春そのものではなくて、売

春のまわりに噴きだしているだけである。反売春の言設は、およそ売(買)春{ζ適中していないの

ではないだろうか? トルコ風呂の営業形態は、売春が実態的な被害と無縁iζ 営まれる可能性

について、多くの乙とを教えてくれる。

* 
ふつう卜 Jレコ風呂といわれるのは、公衆浴場法lζ基つ'き知事から免許をうけた業者が経営する、

1 0-20室程度の個室lζスヰームパス等の所定設備をととのえた特殊浴場である。 1966年には、

首相官邸裏lζ一軒底聞きしようとした計画があったことがきっかけとなって、風俗営業等取締法

-34-

の一部改正が行なわれ、各府県は r{臣室付浴場 J0)営業禁止区域を設けるなど、紋引きによって

規制している。その営業は、入浴料を主たる収入混とする浴場経営であるが、実質的には、売春

のための I場所提供」の対価(賃料)，こもとづく営業と考えるのがふさわし b、。いくつかの資料

によって、その平均的な経営実態を裏付けてみよう。

まず営笑収入であるが、その主たるものは入浴料であって、 50分数千円程度の大衆的な料金

から、数万円{と及ぶものまでいろいろだが、要するに個室の回転*にかかヲている。基太的{こは

喫茶庖経営と同様の、場所の号間貸しであるD 全国平均で l室あたり月 50万円の売上げと いう

(広岡 (1980:190))。そのほか、 トルコ緩からの直接・間接の収入がある。コスチューム

1"to時間延長料。遅刻・欠勤等の罰金。タオル代。コーラ等飲みものの損料。庖によっては、客

寄せのため入浴料を安くおさえる替りに、「バァク」と称して、 トJレコ援にはいるサーヴィス料

から払L、戻させる伊lも少なくなし、。「おはようさん Jrお疲れさん」等の名目の露骨な搾取もな

かったわけではないようだが、昨今、 トルコ僚の権利意誌は大交はっきりしていて、奴霧、的符取

のどときはまったく不可能となった。とし ・うのは、 この業界がは(ま完全な自由市場であり、 新規

の出厄もいまだに盛んである「えに、 トルコ援の流動性もきわめて高く、事実上の完全競争状態

が成立しているからである。

いわゆるトルコ嬢らは、 トルコ皮、呂の経営者と直接の雇用契約を一切結ばなし、。乙れは重要な

点である。彼女らの収入は、客から受けとるサーヴィス料iζ100%依存している。最低クラスの

庖でも、客 l人あたり手どりが l万円前後、 1B5~6 人の回転として毎月 100 万円程度の笑

収になるだろう。 トルコ嬢の行なうサーヴィスの内容、値段についてJ苫側は一切関知しない乙と

になっているのだが、裏ではもちろん綿密な指導と管理が行なわれている。庖としては、サーヴ

ィスの手を抜く娘がいないように内容を揃え、しかも料金を低廉なある一線におさえなければな

らなb、。さもないと客足が落ちて、回転が悪くなる。そこで、 トJレ2嬢に接客法の‘講習'を施

す(7)。もっとも講習といっても、庖がトルコ嬢iζ所定のサーヴィス料をちゃんと支払わないとお

dまらないのが、最近の傾向なのだが。庖の経営戦略からいって重要なのは、①トルコ嬢の勤労

意欲を高める、②欠勤をなくす(とくに指名が入っている場合)、③覚醒剤やヤクザの浸透を排

除する、の 3点であって、乙れが売上げ増』ζ結びつく。

ζれに対して支出の方は、経常費(水道・光熱費、宣伝費:人件費(マネジャー、 ボーイの俸

給))、土地建物など固定資本の減価償却費(あるいは地代・賃料〕がかぞえられる。広岡(1 

978:172)の試算によると、平均的な庖の経常支出/収入の比率はほぼ、 0.3" 2億円の投

資もわずか 2年たらずのうちに回収してしまういきおいという。乙の数字を信用するなら、 卜Jレ

コ風呂経営は、 トルコ嬢からの搾取などちっとも必要としないほど高森算の事業であると考えら

れよう。

トルコ風呂営業を管理売春容疑で摘発するのは、とてもむずかし b、。麻薬事犯以外に回り捜査
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はみとめられていないよ1<:、立入り謂査権も及ばないので'(i、立件は事実上不可能である(8)。内

部告発でもあれば、.8IJであろうが。

検挙や公判の維持がE撃であるという技術上の乏白もさる ζとながら、それらL上lこ考えさせら

れるのは、売春防止法がいったいトルコ風呂営業の実態lζみあった法的装置であるのかどうか、

という点である。乙の法律はど ζかで、売春はひとしく苦役である、女性に加えられるいわれな

き差別と圧迫のしるしである、自由意思にもとずくはずのない不当な拘束である、とする固定観

念を前提としている。それゆえ、売春lζたずさわるような女性は、法的人格{こ欠陥を有する・要

保護'婦女子とみなされる。もしすべての売春が菅乏売春と等置できるものなら、乙の論法も通

るだろう。

と乙ろが霞近のトルコ風呂は、売春の旧態とは迄きを異lζ してしまっている。新規の応募者に

は乙とかかず、庖の方針1<:合わない者がどんどん苦手めても替りはいくらでもいる。ヒモにだまさ

れ縛られて、あるいは、パーのホステスをしていて借金がかさみ仕方なく、という古典的なケー

スを押しのけて、手っとりばやく現金を掴むため自分から乙の道lζ とぴ乙む新しいタイプの女性

が前面に出てきているというのが、専門記者の感散である。自由に売春する身体。ζれを法は、

取締るのだろうか ? トルコ売春はたしかに管理売春に類似しているが、その実態を仔細lζ点検

していくと、むしろ自由lζ売春する身体の共箆体へと近付いたものであるとヨ考えた方がよいこと

に気づかされる。単純売春とトルコ売春のちがいは、個人タクシーと法人タクシーのちがいより

もずっと小さ b、。

ひと乙ろの急伸長乙そ一段落したものの、 トルコ度、呂経営はまだまだ上昇局面にある業種であ

る。現在推定、全国で 1500軒の庄が営業し、約 25000人のトルコ緩が現役とみつもられる。

乙れらの女性が 1日5回転をjこなし、年 240日実働したとして、年間のべ 3000万人が入浴す

るととになり、入浴料合計はゅうに 1500億円1<:遣するであろう(9)。乙れだけの規模の産業が現

に存在してしまっているという事実を、正確に評定し、それに拾抗するだけの売春論が、求めら

れている。

3. 

売(買)春の過去と現状は、 b、かにもいまわしいものである。しかL、だからといって売(買)春

を排除しようとすぶ言説がいつも無条件で承認できるものとなるとは限らないし、そうした言説

にしたと ζ ろで売(寅)春を即、撲滅させるまでの力があるわけでもない。ひとは売(芦)春を、日

常から切断し、ただ排除すべきもののように(第一義的には)表象するかもしれないが、本当は

それは、われわれの誰もが棲息するシステムの一部をなしている。売(寅)春とは、たんにそ ζlζ
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在るものなのではなく、それを刻々に再生産するメカ ニズムとともにあるのだ。われわれの身体

の可能なあり方のひとつとして、売春する 1fi本がある ζ とは、まぎれもなL、。それを、はなから

ありえない身体、ありうべからざる身体として排除しようとするかわりに、それがどのよ 4なと

きどのような現われ方をするものであるのかというあたりから究明していく乙とが、意義ぶかい

であろう。

排除の言説とは、たとえば、つぎのようなものである。盛り場の一角やターミナルの裏手、郊

外の道路ぞいに、けばけばしいラウ・ホテルやモーテjレのたぐいが毒キノコか何かのように立ち

ならび、世の「健全」な婦人方のヒンシュクをかったとする。風紀が乱れるし、敦言上もよろし

くないではないかと。たしかに、小学校の真ん前にそんなものはない方がよろしかろう。しかし、

それらの施設が結局は需要に応じてだけ立地する ζ とを、考えるべきである。それらは、家庭の

なかではどうしても満たされず、しりぞけるしかないような関係が、おびただしく存在し、有効

需要のかたちをとるにいたっている、ということを示している。そのいみで、ラヴ・ホテル(立家

庭の反転図形なのであり、同一のシステムのちょうど反側をあらわしている。人々は家定から抗

れ出てそういう施設を共同利用しているのであり、経営者・資本家はその経授をー廷先払いして、

あとで利用客から回収しようとしているにすぎなし、。だからそうした場所が、家庭とは相容れな

い、それゆえ汚らわしい場所だと映る ζ とは、家庭人にとってみれば無理からぬことかもしれな

いにせよ、その感情を言説のなかでなぞるだけでは、なんの積極性もないと言ってよL、。まして

いわんや、そうしたラゲ・ホテルを存在させるメカニズムを解除する乙となど、到底できない相

談であろう。(ただそれを、空間的に疎外する ζ とができるだけだ一一ど乙か他処1<:、あっちの

方lζ建 て て く れ ) ラヴ・ホテルの造作は、平均的な家庭人の平均的な性的妄想をかたどるよ

うにつくられているのであって、その中途半端な非現実性、卑俗さ加減、…ーまでもまさに、そ

れにみあったものであるのだ。家庭がある種の監禁と排除と抑圧のメカニズムであるから乙そ、

ζれらのrv 、かがわしい」形態がそとから産出されるのである。ともすれば、そうした形象を"あ

りうべからざるもの"として撲滅する乙となど、当の家庭の側からできるわけがない。("教育

に悪い"というが、 ζ うした<性>空間の屈曲の全信に対処する乙ともできないような何が「教

育」だと言えるのだろうか? ) 

求

そ乙で問題となるのは、つぎのことであるーーかつ7売f買)春を非難・告発し、今日もそれを

続けている一連の言説は、妥当かっ有効な、首尾一貫した言説であろうか ?

ひとくちで言うなら、乙乙でもやはりわれわれがEにするのは、排除と包囲の言説の大群であ

る。それはまず、売(買)春という事態を、あるまじきもの、悪しきものとして述定し、 i:とから

一切の価値を剥奪する。(その反作用において、あらまほしきもの、よきものであるような関係
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がいず乙かIC存在することが含意される。)ついで、乙のよう江分離のあとに、そうした事態

を包囲・婦討するための言説がつらねられる。反売(買)春的な言説の基本的な骨格は例外なく こ

のようであると思われるけれども、その文体をなお仔細にしらべていくとしよう。

反売(買)春的な言説は、たとえば、売(買)春という事態を消滅させるために、最終的lこは法的

な措置がとられるように求めているUO)。法もまた言説のひとつであるが、それは(司法 7権力を

背景としており、問題となる事態を(まったく生起しないようにさせると乙ろまではいかないと

しても )摘発し、 処罰 し、抑圧する乙とをその存在理由と している。ところで、 i法が取括るべき

不法は、任意の行為であってよいのではなし、。それは犯罪行為、すなわち他者の身体、生命、財

産、自由、……その他をそ乙なう行為、実体的な被害をともなう行為でなければならなb、。 ζ れ

がわれわれの法秩序の、原則jである。何らの被害をともなわないよ今な行為は、各人の自由lこ属

するはずだから、これを抑止しようとすれば逆にそうした行為自身がとんどは犯罪を構成するで

あろう。大島渚の「 ηイセツ裁判」は、乙れを論点として争われた。中山千夏 (1977)も言う

ように、「強制ワイセツ」、「公然ワイセツ」などは悪いに決まっている、しかし、なぜ単に「ワ .

イセツ」である ζ とが取締りの対象となるのか? 何が提言養であり何が狸妥でないかは、当該社

会の慣行のなかで一義IC確定するものであるとしたところで、それは身体の可能性を律する相対

的規短を与えるものにすぎなb、。人聞はもともと狸婆な存在である。狸餐が悪いというのなら、

人間存在を取締るというのと同 じではないか? 狸餐を、なにも他の価値(たとえば芸術性)と

ひきかえに見逃してもらうという ζ とにしなくともよい。実体的な被害を生じるというのでもな

い限り、どんな取締りと禁圧の理由もないと考えるのが自然、じゃないか、というのがア、島の主張

であった。乙れはそれ以前の「芸術かワイセツかー!といった通俗な二分法lζ較べると、画期的な

前進を示したものとみてよい。

売(買)春もまた「被害なき犯罪」であるという点で、狸妥条項(刑法第 175条)と類似して

いる。売「買〉春とレう、両当事者の合意にもとづく行為が、なにゆえ禁圧の対象となる0，か?

ひとつの可能性は、再当事者の他なる第3者を想定し、その者が加害を及ぼしている、と解釈

する乙とである。とのように考えられる場合が、管理売春であり、売春する者は'不本意に'売

春へと追いやられ、搾取され、自由を束縛され、一 一 要するに、法がまず確保するはずの自由な

主体性から逸らされている。なるほどこのように、管理売春はその定義上、排除すべきものであ

ることはたしかだ。しかし、 ζ の論法では、すべての売春が実質上の管理売春でなければ、売

(買〉春をのこらず磁波する乙とはできなb、。だが、乙の世の中lζ、単純売春、自発的な売春とい

うものがまったく存在しないとは、ちょっと考えられないではないか。

もうひとつの可能性として、不特定多数者lζ対する「抽象的な」加害を想定する、という方途

がありうる。たとえば、たとえ当事者の合意にもとづく自発的な契約であるとしても、それが「公

序良俗」に反するものであるような場合には、無効が宣せられるのが当然であろう。乙の場合、
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被害をうけたのは、かならずしも談と特定できないような社会の全体であり、その社会0)i公序

良俗」を裂付けているような「人慌の://'・子ム Jである。基本的人怜とは、近代一一“ 実定法的

~倒"以降の時代一- Iζおけるわれわれの法空間の、公定の如きもの(仮設的な出発点〉であっ

て、法的思想、はその外へ踏みこえるととができないとと ろのものなのであるから(僑爪(1981 

a))。
そこで議論の焦点は、何ゆえに売春行為が人権のシステムに低蝕する とされるか、 lζ絞られて

くる。 たとえばあるタイ プの女権拡張論lこいわく、"女性を 1{国の人格としてみとめず、ただ性

欲の対象としてのみ扱うがごときは、女性の人権を培、みにじるものであり、許しがたし所業であ

る"一。関係が物化することは、近代の、そしてまた商品関係の、もっとも基本的な事実のひ

とつである。だから、女性 (の身体)を純粋に物的な対象とみる ぐらいの ことでは、すこしも人

権のシステムが侵害された乙とにはならなb、。むしろ売(買)春はある対比のもとで求められてい

る、そう、それは人材、的な持続的性愛関係からの遁走のー形態なのだ。売(買)春は、性的サーヴ

ィスの売買であって、人権のシステムと両立する(芳盾しない)。

男性(のみ〉が女性を買うととがけしからん、と いうのであれば、対処は 2通り考えられ、

(1) 男性ばかりが経済力(可処分所得 )を 自由にするところからこうい う非対称が生じている

のだから、女性のほうでも男性に劣らない経済力をつけよう、

(2) 性愛行為が商品化してしまうというところがまちがっているのだから、性的サーヴィスを

商品化するのはやめよう(あるいは、商品関係一般を廃絶しよう )、

のいずれかになるはずである。(1)であれば、女性の経済力がつくにしたがし¥瑛少の金銭のため

に体を売る女性も滅少し、売春の価格が上昇する一方、男性を買う女性ももっとあらわれてきて、

事態は対称化の方向へと動きはじめる乙とになる。(また経済力の非対称という観点からみるな

ら、家庭もまたもうひとつの隠された売春関係でありうる乙とになる。)すなわち乙の対処は、

売(買)春においてもまた男女間の実質的不平等が露呈している、と考えるのが趣旨であって、売

春それ自体を排斥しようとする言説であるとはいえない叫。

また、(別であれば、性愛行為を律する自然、的・本夜、的な関係というものが、樹てられている乙

とになる。(男性がけしからんのではなく、「買う」というような関係がけしからんのである。)

ぐ性〉領域、ひいては人聞の全活動領域が、商品関係、を離脱する可能性があり、またそうすべき

であるという主張は、たしかiζひとつの忠、想として実をむすぷ乙とがあるのかもしれなb、。しか

しそれはいまのところまだ、王見lζ存する商品世界の事実性iζ くらべて、いささかも具体的でない。

商品関係からはなれて物的交流システムの全域をどのように秩序づけられるか、という問いに乙

たえる積極的な指針を、(撤退中のマルクシズムを含め)われわれはだれも知っていないのであ

る。一一この点にここで乙れ以上深くたちいる暇はないけれども。(この思想は売春ばかりを照

準するに lては、あまりに根乙そぎである。)
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4. 
中
小

ひとひとの性意誌が変容した乙との結果もたらされたわけで反ヲモ(買)春的な言誌の無効は、という素朴な倫理的感情lζは、根拠がない。売(買)春が悪である、

ない。ただその言訟の本来の性能(=限界)かようやく露呈してきただけなのである。われ

われの社会が、成熟した資本官!j的な身体秩序とそれに見合った言訟の体系とをそなえるようにな

:立、反売(買)春的な言説("1、売(買〕春の悲惨な現実iζ 目をひかれるあまり、その悲惨を根絶するに

有効とみずから信じる言設をふりまきつつ'けてきた。ただその割には、売(買1春の悲惨の正体を

突きつめては乙なかったとみえるのである。たとえばそれがもし売(買)春Iこまつわる悲惨 (搾取、 というととなのである。売春が平均的な市民の日常とさ設する ζ とにより、われわりつつある、

れの資本制は完成に近づいたかにみえる。苦役…・・・)を語りはじめるとすれば、それら悲惨な付随条件が除去されたとき、売(寅1春そのも

このような角度から、売春の退去と茨在の図式を、いまいちと経きなおしてみよう。"安心しのはもはや悲惨でな くなる、と逆!こ結論されてくる。そのとき反売(買)春的な言説は、

江戸期、社会のほぼ全域は、重量村共同社会によって塁められ、者;邑の商品世界はその間際に局て売春ができる自由"を確保するための遥動の宣伝と、ど乙が異なる ζ とになるのだろうか?

在していたにすぎなL、。売春する身体は、 農村から都Eへと1IIT.入する不良流動人口の一斉じなので売春に付随する悲惨ではなく 、売春そのととへとまっしぐらに向かつてL、く排除の思想は、売

あった。都邑の商家はおおむね農村の共同社会をかたどった家制の共同社会を営むのであったが、(買)春それ自体を、 (事情のいかん、本人や当事者の認識のいかんによらず )悪=悲惨と断定し

く性>空間のドグマテイズムとともにしか、可能ではないように思われる。禿(買)春という、てはばからぬ、
家庭

屈曲と変容高品関係のなかで与えられる身体の可能なあり方のひとつを、無条件に否認しよ今とする点で、

自由lてそれはドクポマ(教条)とよばれるにふさわしい問。
売春する身体

社会事業であるととの枠をとえようとする廃鱈運動は、近代の法空間のなかでは、許容される
morality 

が、同時に相対化される。乙の信教の自由の原則にたつ限り、思想として昼間される廃沼運動は

ありえても、単純売春、職業的な売春を廃絶するという言説を、普遍的に構成する乙とは、不可

能事である日。なぜならばーーわれわれのしる普遍的な言説の水準とは、権利および基本的人権

-home のシステムが与える水準である。乙の水準のうえに繰りひろげられる言説は、近代のもたらした

"人間"という理念、のまわりをめぐっている。そして、乙の水準で構成される言説は、たとえば

全企ゐ人権、人格権など、女性Tないし人間)の内奥lζ不可侵の実体(権利主体)を措定(代補)
売春する身体ばかりはそのような援制をはがれてむきだしとなる。移行lこともなって、身体は長

カ

タストロフィクな転落;をとげる乙とになる。空間的にも身分的にも疎外され区画づけられた反世

それが本来あるべからざる場所、悪所=遊里へと、村共同社会の人倫から外iζはじきだされ、
せざるをえず、そのととの反作用として、権利上・自由に売春する身体'を、抹消できない可能

界、それが遊廓である。

性として含意してしまうから。売春がありうべからざる悪ではない、と言ったのは、このような

いみである tl~。
いま、<性>空間の全様相と変容とを、一枚の曲面によって模式的に表わすことを考えるなら、

売(買)春を排除する言説が完結しないのは、それが、たとえば人権のシステムからの演鐸的な

ある身体のある営みを示す乙とができるだろう。その上を占める l点によって、構成Il.よって売(買)春の否定を結論づけようと試みるという具合に、売(買)春の直接関わらぬシ

農村共同社会と都邑の商品世界とが共をするために、<性>空聞は江戸期のあたりで大きく管
ステムのその余の部分を不変と三考えたままの、部分的な努力にあくまでも終始しているからであ

曲してしまい、そこに俣(カスプ)状の折れまがりが生じる、なぜなら第 lに、農村の共同社会、
る。したがって、将来売春を排除する言説が普遍的![成立する可能性もないとは言えないものの、

者uEl.GJ商品世界がそれぞれ与える身体秩序はEいに異和的な原理lζ服するはずであり、第 2fζ、
それは、現行の近代法空間がそれとはまったく異なった別様の法秩序にすっかりずれ乙んでしま

幕審制の政治・身体技術は、社会0)全域を、圧倒的に優勢な農村共同社会の人倫によって極力蔽
うような場合lζ限られる。その新たな秩序は、われわれの資本制空間からは隔たった、うかがい

いつくすと乙ろにかけられていたからである。共同社会の身体秩序、商品世界の身体秩序に 2つ
しる乙とのできぬ外にあり、「売春を排除すべきだ」というような予断をたずさえたまま接近で

の対等な原理をみとめよう とし なかったのが、江戸幕藩制の著しい特徴である、とおもわれ':'0

島原、のキリシタン弾圧とが、幕童話制にその必須の初期条件を与えたE

-41 --

.自由都市'堺の5奇抜と、
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きるような場所ではなb、。



需要を上回って事実上無尽彦であるあいだは、その労働の対価は生存水準にまで低下する傾向が

一¥

<家>的な moral tyが社会の全域をおおい、なかんずく蕊品定係も その延長上で営まれるよ

う求められる。そこでは、商業の過剰な }Jj3長がそれ自体、ある転落と汚染の兆しですらある。 あり、刺1官は~定資本の詰這者(売春集者)かのこらず吸収してしまう。乙のような身体秩序一一

E民の身体秩序ーーの運行を監視するのは、 警察なのであった。-内面の良心'という制度と自由な商品関係とが棺まってあおりだす、乙の募藩制の戦略は、

.革新トルコ'出現以降のトルコ売春は、前借や監禁:-.iもちろん、雇用契約の乙れに対して、たとえば 19世紀ウィーンでみられたような、性の二重道徳状態のtt茨(良知 l1 980 ) )を

「トルコ 広昌の社会{こ存しない乙となど、単純禿春への著しい接近によって特徴づけられよう。未然iζ抑止する。厳密ないみでは江戸期には、身体力;<家>的人倹を離れて出会う場所 一一街頭

55:億ijらしいものはほとんど存在しないJ(広岡他(198 1 105))とまで言われるほどで(ストリ ー卜)ーーとい うものが存在しなかった。そのため街箔も、わが匡ではながられつい

ある。農村共同社会が崩援しつく し、<性>空間の管曲がすっかり停びきってしまったところに、この戦後までまったくー放的ではなかったのである(I~o そのかわりに、売春する身体は、者ii邑の

市民的な秩序一一家庭と売春する身体との連続性一ーか普逗的lζ成立しはじ めている。ひとは、1区画iζ集められ、幽閉される。そうした身体は、それがもと'局長したある共同社会(もしくは

じぶんの身体の可能患とみなすようになった。 事実ひ とは、商品関係のなかを、売春する身体を、そうした場所につなぎとめられ、居させられているのだ。 ζ うしてく家>)の要請を背負って、

なだらかな軌跡・を描いて自然に売春する身体のほうへ移動していく ζ とがで きる。それはたはやS字状のカーヴを描く。その上面は、共同社会の人倫が支配する浮世幕審制下の<性>空間は、

特異な ζ とではない。すでに素人と玄人の区別はつかな くなっ ている。そのふたつの領域を連続的lζ移動し( =憂t註)であり、その下直は、苦界である。性的身体は、

ていく ζ とができなL、。身売り、すなわち主体性のない転落と監禁をを験するほかはなL、。身請

ハ ー
キ寸・バレー

ピンク ・サロ ン

OL 

その逆方向の幸運な移行である。客と遊女の身体は、空想的な美学(=粋)

や過剰な身体技法(=芸)を介在させるようにしてだけ、非現実的なかたちで対面し、遭遇する。

両者のトポスが連続的lζ他身体へとたどり、解遁する径路をもつことは、今生でありえぬ身体の

け(年季明け)は、

市民社会の<性>空間
可能性(=心中)としてだけ想いえがかれる。(l~

江戸幕藩制の

<性>空間

われわれがすでに、おそらく'70年代はじめごろを決定的な転機として、<性>空間の特異点

集合 ('=iターニングポイン ト)上を通りぬけて しまいつつあるのだとすれば、かつて<性>空間身
請
け の屈曲(=売春の悲惨)，ζ照応していた言説一一売(買)春を排除する言説ーーもまた無効にな

りはじめていると言わねばならぬ。<性>空間の全様相に対応する、新しい思廷が求められてい

る。
国 orali ty 

l、

+ho回 e -ho回 e

コド苦界

われわれは歪11達した。それは、売春について流布している言ζ ζ でもっとも中心的な論点に、

説の組立てを、すっかり逆転させるととである。つぎのように。明治総新以降 100年余にわたって、わが国の農村共同社会は縮退IL縮退を重ね、いまやその

しかるがゆえに売春が排斥さるべきものとなる、のでは

ない。その逆に、排除されるからこそはじめて、売春は邪悪なものであった乙とになる。 ζ れが

売春がまず邪悪なものとしてあって、最終局面iζ達している。 ζの時点まで集娼区域への人的供給源は、主要には、そのような共同社

会であっただろう。彼女らは、自身の帰属する集団の窮状を救うために、そとから在致されてき

た逸出音E分であって、将来にわたる性的サーグィス労働の代価の前渡しとひきかえiζ、身柄を拘 真相である。乙の排斥は、<性>空間にはたらく集合的な力学の、帰結である。<性>空聞が大

'悪しきもの'として照準(当然にも生起している)売春が、きくを曲することの効果として、束されたのである。そのため娼家経営は、監禁と拘束によらなければ成立たなかった、その度合

それがく性>空間のなかで占める位置により、反・聖性を付与されてしまうのである。売春は、は徐41C緩んでいったとはいえ。彼女らは毅許へなけなしの収入を送金するために、身を粉iζ し

されるのだ。

一見乙れは単純なラベリンク過程と見紛われるかもしれない。しかし、<性>空間iこ作用する
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まったく払ちがいなはずの商品化されたく

性>空聞にもちこまれ、持続している。農村共同社会ωひきつづく崩嬢が終了せず、人的供給が
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て働く。農村一半農村的な勤労エートス(:孝行)が、



力学は、 ラベリング過程には解消できない実質的な基盤をもっている。

人間のく性>はいくつかの特異性 (singularity)によって特徴づけられている。ひとつ

は、 '近翠'との性的な結びつきに対する特異な反援傾向。 ζの<性>的な禁忌が各自身体lζ帯

電する乙 とによって、 人間の性行動の総体が空間的拡がりと秩序とを与えられ、<住>空間とな

る。もうひとつは、 ζ の<住>空間のなかで、 とりわけ性的な身体Iζ対して特異に与えられる抑

圧傾向。性にまつわる差恥心、不浄感、狸襲感は、自他 の性的身体iζ 対する牽引と反援の

均衡がもたらすものである《対の性愛関係が公然たる空聞にそのまま参与できないのと同じ程度

iζ、性的身体はそうした場所から秘匿すべきものとなる。人間存在にとって、性の ζ のような特

異性は、普逗的である。

<性>空間の秩序iζ即して社会全域を組織していくととろに、 29、族的な社会秩序か出現するだ

ろう。社会人類学が最も好んでとりあげるのは、 ζのような「未開」の社会である。いまにいた

る多くの共同体や共同社会も、 また家族集団も、とくに局音s的にみるならば、未開の翠族秩序と

向相(homeomorph)であると言ってもよい。

これに対して、商品世界は、親族秩序から解きはなたれた遊離身体を要請する。だからそれは、

違法身体そのものを商品=奴蒜としてしまうととろから、 出発した。そして、共同社会と商品世

界との安定した獲みわけが永らく経過したのち、資本命1]の大運動、すなわち、空間の全域にわた

る遊離身体の生成と主体化が、進行する。乙うして、権力の絶対空間のなかで、商品世界が市民

社会へと羽化するのだ。

緊密(タイト)なく性>空間のなかで関かれる ζ とのなかった性的な身体力i、商品世界のなか

で毘かれるととろiζ、売春が成立する。そしてとのとき、性にまつわる特異性もまた、売春行為

へと転移し付着してしまう。売春がたとえば不浄と目されるのは、局部的なく性>空間ないし共

同社会の育くむ人倫iζ もとづく先入感であり、偏見である。性的身体を対象化し、商品化する行

為はた しかに、家庭にうまれる誰にとっても、もっとも遠い身体の可能性ではあろう。乙ういう

理由からこれまで、売春はつねに特異視されてきたと言ってよい。しかしその実質は、差別であ

る。

売春はわるいか? 否、す ζ しもわるくない。すくなくとも、売(寅)春=悪、 を論証するに

たる言説は、当面構成不能である。乙の ζ とはすでにのべた通りである。それでは、売春がわる

くないのなら、売(買)春K.対する特異視(偏見)はやがてすっかりなくなっていくものなので

あろうか?

売春の現在がもっとも苛震であるのはなにかと言えば、それは過重労働でも搾取でもない、 た

ぷん、職業としての売春を支える勤労の倫理(エートス)が見出し難い、という事情であると思

われる。

売春する側からは、 「普通の奥さんは何をやってんのかと思う。お抱え売春婦と一諸じゃない
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かつて言いたくなるよ」 (広向他(1 981 98))という居直りもあろうが、こんな張がり

で押しきることはできそうになb、。 というの;立、売春iこたずさわる当争者にしてからか、際業意

誌に日々さいなまれ、 自分の取を身内にもひたかくしにしていたりする。売春する当事者か売室長

を排除する債ijの言説{こ感染している(17)。遊客の差別君、議、堅気の人々の同情、 さらには矯民会ば

りの"売春の範から女性を解放しよう"というような言読までが、 ますますこの分妄をはなはだ

しいものとし、売春する女性を苦しめる。乙の間践を埋めるために乙そ、シ守ブ(:走塁剤)であ

るとかヒモであるとかが侵入してくるのだ。

ひとはしばしば乙れを指して、 その売春か究症の去主主主lζf.'.らして悪であるのだから、産主業君、最

がついてまわるのもあたりまえだ、すなわちトルコ祭らの康問も理の当然、 自業自得で:まないか、

というように考える。しかし、 乙のような焔印は正当でなL、。自由に売春しているはずのトルコ

銭らが自分の行ないIC大なり小なり拭いきれないマイナス・イメージを抱いてしまう事実は、最

終的にはつぎのように解明すればすむことである。

売春一一位の商品化一ー!とマイナス価値が集中するのは、それが、家庭を成りたたせる住モラ

Jレとさ転するものだからである。家庭のモラルは、人称的な性愛の義和関係(=失続)と、人称

的で禁圧された性愛の、脱エロス的な親和関係、(=奈子兄姉)と、からなる。そこで欠落してい

る身体の可能性は、端的に無人称的な(即物的な)住愛関係、にちがいない~8)。ひとはの乙らず、

語、庭lζ生をうける(と仮定せよ)。そ乙でひとがまず家庭の性モラルを身につけるとすれば、つ

わではそれは順次に他の対称へと外挿されてゆく。ひとはそのようにして、自分の対佐世界そ鉱

張する。いわば、<性>空間上をなめらかに移動していくわけである。と乙ろが、売春という地

点へは、すんなりとした延長可能性が存しなb、。それは市民的な身体秩序のなかにたしかに位置

するのだが、平均的な性モラル(家庭)の側から単純に出発して身体の可能性をたどろうとする

限り、 その地点へは達しえないのである。もちろん、ルートは存在するのだが、 それを通過する

には・転機'が必要である一一 完全に市民的な身体秩序にみあった<性>空間は、ゆるやかな

曲率を保っている。 (専業)主婦はこの空間上の・不動点 'なのであり、 家庭の性モラルのも っ

とも自体的な体現者となる。そのモラルの線型酌(1次元的 )な延長は、 (自由に)売春する身

体を、ありえないものの如くに排除しなければならなくなる。

トルコ援など売春する女性が、心lζ煩間をもちJ転落 '実感をもつのは、彼女らが、 家庭の性

モラルから生きはじめ、 しかも自分の身体がその性モラルのなかに位置づかない ζ とを知ってい

るためである。そ ζ でたとえば、身体が毅和的な性愛の対象であるととを確認するため、ヒモを

持つのでもあるし、首ーから上を非「営業用」と称して客には触れさせなかったりするわけだ(葵

他(1 980 192))。(乙のような恋室、的身体区分のなかに、葛藤する心情があらわれて

いるではないか。)

市民社会の離散した遊離身体は、<性>空間上のあらゆる多様な地点で、 多穏な性モラルを実
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現してかまわないはずである。しかし、<住>空間の全域を単一の性モラルで近似しようという

標準的在
住モラルの方向

/ 
エトスの
場ちがい念転移

<性>空間の接平面が、身体の規準を与えるO

場合、家庭の性モラルが基軸とならぎるをえない。(そ ζはひとが生まれ育つ場所だからだ。)

との 1次近似の効果として、自由lζ売春する身体の逸出が生じる。卜 Jレコ鍍らは、性モラルにさ

からって、あえて売春することをえらんでいる、という形になるのだoだから彼女らが悩むのは、

モラルiζ反して性を商品化している(と信じさせられている)アノ ミーであり、それを堕落と自

覚するしかない強制である。 ζれIC、性や性病にまつわる汚犠感が加わって、事態lζ車訟をかける。

とうしたアノミーに続発する二次的な不全症状が前面IC出るとき、 売〈間春=!t~1J) .惨状'がみ

ごとにも再生産され、古典的な反売(買)春の言説を弁証するものとされるのだ(l~(刻。

5. 

さいどiζ、はじめの問題、東南アジアIC向かう"セックス・ツアー"などをとう考えたらよい

のかに戻って、そのアウトラインを示しておこう。

大勢の団体旅行で現地lζ乗り ζみ・集団見合い'までするとは、恥知らず、無神経も極まると

いえようが、話の本筋はそういうと ζ ろにはあるまい。またその国で管理売春が行なわれている

なら、客が日本人だろうと誰だろうと関係なく、けしからぬことである。いまそういう乙とがな

いとすれば、まず考えられないといけない点のひとつは、国際貿易誌にも等しい問題である。一

方の国(日本)に売春慣行(性的サーヴィスの7 ーケット)があり、もう一方の国(たとえばフ

ィリピン)にも売春慣行 (7ーケフト);があったとしたとき、どういう ζ とが起ζ るか?

Ricardoの比較生産農説 (あるいはすすんでHeckscher-Oh 1 i n-Samue 1 sonの

定理)の教えるととろによれば、自由貿易を行なう 2国(多国)は、自国で豊富に、従って安価
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iζ供給できる生産要素により大きく依存する産業へと、それぞれ特化をとげる。日本は資本設備

が潤沢であり、フィリピンは労働力が潤沢である。従って、日本人からみてフィリピンの売春は

より"安価"であり、フィリピンの女性が日本へ出稼ぎに来るか、日本人がフィリピン女性を買

いに出かけるようになるのが経済法則{ζ通っている。実際、移動の経安が十分に小さくなってか

ら生じたのは、そのような事態であった。

とζ ろで以上の議論は、各国の文化的な背景(家族・主主族制度，宗教，奮{谷，……)の差異を

捨象してしまったと乙ろに成立っている。そうした差異を考慮するや、問題はまったく異なった

様相を帯びはじめよう。ひとことで言うなら、そこに生じているのは、大掛かりな汚染と薮壊で

ある。 丁度ふたつの金河系ほどにも異なる秩序の、真向からの衝突である。この事態の全貌は、

なまなかにつかめるものではなし、。

第三世界と先進諸国との経済関係、をとらえて、ひとはしばしば・搾取'であるという。しかし

ながら厳密ないみでの搾取は、価値が一義的に定義・算定できるような、キーの経済システムの

なかでのみ通用する概念であり、ここでは妥当しなL、。またひとは、 ・買春ツアー'のような現

象をとらえて、・性侵略 "であるという。それは、どのような意味か? もしそれが、 2国聞に

またがって性的サーヴィスのマーケットが成立している、という事実以上の実態をさすものだと

いうのなら、たぶんつぎのように考えるのが最も遠当だろう一一両国において、現時点における

<性>空間の邸率や屈曲の様相は、著しく(たとえば江戸期と現代の日本ほどにも)異なってお

り、それが商品関係の浸透(=汚染)を介して否応なく接着してしまった結果、異常なまでの負

荷によってかの国の<性>空間がはなはだしく捻じまげられる、そのこととその副作用とをさす

のだ、と。つまり事態は、個人間の加害関係などをとえた拡がりをもっている。

日本が圏内の、後背地であるような農村共同社会を破壊しつくしてしまっているとき、乙れら

ののどかな国々は、なお伝統的な、前市民社会的な部分をたっぷりと温存している。それら社会

はあるエートスを保有しているにちがいないが、たぶんそれは売春を位置づけることができない

(許容しなL、)。その国が売春IC特化してしまえば、そこには大量のアノミーが発生してしまう

だろう。 ζれはたしかに、経済システム相互の接触にともなう汚染一般の一様態である。ただし

売(買)春の場合、それが性モラルの至近で生じるところが、一段と破接的なのであるが。現在

のように、経済力の格差が歴然としているときには、そして女性が・自由!こ売春する身体'であ

ると言いにくいときには、それは・強姦'1[等しい/ 一一そう叫んでしまいたい衝動が、わた

しののど元にとみあげてこないわけがなb¥しかしそうする前に、まだみておく乙とが多く残っ

ている。

問窓は全体的であって、‘買春ツアー'を自粛させたから、といって片付くことではなb、。団

体旅行のような乙れみよがしの破廉恥行為をやめさせる乙とはできるだろうが、信人旅行者を締

めだすわけにはいかないし、その挙前をいちいち監視するわけにもいくまい。このレヴェルでの
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、



‘性侵略'をやめさせる手段は、まったくみあたらないのはたしかだ。

売春iζ限らずとも、第三世界との一切の交渉は、汚染iζ通ずる0 ・貫春ツアー'に ζ だわるの

は、売春を特異視する特定の住モラルに固執するからだろうが、そうした ζ だわりをはなれ、そ

れを全面的な汚染のなかで見直すことが肝腎と思う。用もないのにフラフラと、ささいな好奇，し、

からそうした土地をふらついて、金をつかうのは、深刻な汚染に斡をかけて刀E担したことになる

一一それは・頁春ツアー'と遜色ないほどの害悪lζかそ'えられる、と覚信すべきだろう。(国内

にじっとしていたとて、大差ない汚染の原因になるかもしれぬ、という ζ とでもあるが。)

拡彊しつつある、資本語iJ的な商品世界は、かように穏源的な暴力性をおびている。それが残存

する共同社会IC及ぼす汚染は、とどめようがなL¥ただわれわれは、その汚染の反合をゆるやか

なものにする ζ とができるだけだろう。そしてさらに悪い ζ とに、どうすれば汚染を最小限にと

どめる乙とができるか、詮lζ も判っていないのである。

コド

信音蓄の拾〈イエスは、多くの興味ぶかい指話iζ彩られているoそζからふたつをとりあげよ

う。ひとつは、イエスが、母，兄弟姉妹らからいかに離脱しているか、を示すものである。

く群衆はイエスを囲んですわっていたが、 「ごらんなさい。あなたの母上と兄弟、姉妹、たちが、

外であなたを尋ねておられます」と言った。するとイエスは彼らに答えて乙う言われた、

「わたしの母、わたしの兄弟とは、だれのことか……稗のみ ζζ ろに行う者はだれでもわた

しの兄弟、また姉妹、また母なのであるJ>( 1r7ルコによる福音書~J1 第 3 章)

もうひとつは、イエスが、姦淫した女をどのように処するか、を示す。パリサイ人らか女を捕え

てきて、たずねる。 、

<r先生、 ζの女は姦淫の場でっかまえられま した。モーセは律法の中で、 ζ ういう女を石で

打ち設せと命じましたが、あなたはどう思いますか」。……イエスは身を起ζ して彼らに言

われた、 「あなたがたのなかで罪のない者が、まずζ の女iζ石を設げつけるがよb、。 〉

( Irヨハネによる福音書」第 8章)

まず明らかなように、イエス自身が、 I個の遊離した身体であった。商品世界の拡大とともに、

そんな宿命を背負った者たちがおびただしく存在したであろう T イエスがとりわけ課題としたの

は、そのような遊註身体lと対して、崩援にさらされているあちとちの共同社会のどの特殊な習俗

が与えるものとちがった、 一般的な倫理をみつけだすことであった。倫理とは、身体の一連の可

能な様涯にみあったフ才 Jレム (ζ とば)のζ とである。 ζ の倫理によって、商品世界のなかの遊

た身体は、しかるべき連要望の統合構造(=愛)を実現するはずだったのである。イエスの天才的

レトリフク'i，その存在をさぐりあてようとする。イエスは、家郷や共同社会のすみずみから都

邑の商品世界にまでひるがるく性>空間の曲率全体を、 ζのときくまなく見通していたに相違な
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ぃ。乙れは、特定のモラルlζ 乙りかたまったパリサイ人や他の人々の誌もが、よくなしえなかっ

た乙とである。 ζ のく性>空間のあるとこうに身をおいて他を排斥するのではなく、その曲率に

ぴったり合ったモラルと秩序を与える乙と。そのような新しい超起倫理(乙と，t) Iζ素直に感応

するときに、まちがし、なく、

く取税人や遊女は、あなたがたより先に神の固にはいる)>( Ii'マタイによる福音書」第 21章)

のであった。乙れそ、修辞的な逆説ととってはならなし、。彼と彼女らの身体乙そ、商品関係!ζよ

り捻じまがったく性>空間のなかで、もっとも排斥され、否定され、それゆえまっさきにイエス

の試みの標的となった身体であったのだから。遊女とは、イエスの可能な身体のことであり、ほ

とんどイエスの身体そのもののことであるとも言える。

イエスが生きた時代とはまた異なった事情の然らしめるととろでもあるカkわれわれの資本制

的な現在もまた、倫理を、<性>空間の全体を領導するような原乏を、希求しているのではなか

ううか? 乙の地球上は今くまなく、国家の一群に直和分割されている。しかしそれらの国家は、

けっしてひとしなみでなし、。そのひとつひとつを集会する身体の空間とみるとき、権力や資本が

身体をとらえる仕方lこ著しい精粗漫談かみてとれる。おのおのの国家は、内にそれぞれのく性>

空間とその特異な屈曲をおしかくしたまま、相互にとり結ぶ寵品関係によって、否応なく連繋し

ている。そのような凹凸を通じて、 多角的な、ときとして退Eきな、あらゆる力学が作用せざるを

えない。資本制は不均衡を介して、なおも主大しつつあるシステムなのだ。 ζ としばらくの・実

春ツアー'反対キキンペーンは、わたしの限にふれた限りでは、経済メカニズムの不正義をあま

さず易1]出しようとする厳密さの点、でも、性モラ Jレの革新をなしとげようとする断固たる意気どみ

の点でも、不徹底で、いまひとつ中途半端なままにとどまっている。われわれの直面する時代の

必然lζ 肉迫すると ζ ろまで、行っていない。それは、努力が足りないというような乙とではなく

て、売春防止法や通念、が抱えるあいまいな性道信、観を対象化しないまま、言説の部分品として使

、ってしまっているせいだろう。国境をへだてた性関係は、国境IC閉じられた性関係よりはなおの

とと、権力の効果iζ深くとらえられている。性と資本と権力と一ーζη3考の絡まりあいの時代

的な様相にぴたりと照準するとき、売(買)春lζ まつわる謎のすべてを解きあかし、その現実と

過不足なく対崎しようとする仕事もその符につくのである。

;主

(1) 4 -5万人の娼妓のうち，毎年 8千入ほどが新陳代謝するという t田中 (ed.)C1975b:67 J)。

(2) 芸妓は.歌舞告白左ど芸事をよくし，酒席('(¥1べる左ど.娼妓とは 線を l垣しているけれども，娼妓と

2枚の鑑札をもつものが多<.そうではない洛上の者f'LL.ても笑窓はそれに近かった(芥上[1 9 B 0 

33 ] )。

そのほか，大東歪戦争j切Kは.殊十て朝鮮各地から，多数の渇女子が女子挺身隊の名gで無理やb徴用さ
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れ，従軍慰安婦として各地の前線に送りとまれる例が多かった。その数 5万名とも言われるが.詳Lい記

録が破棄されているため，判明し左い。

(3) 純粋に法理論から考えても，売春防止法l主憲法に抵触するのでは左いか， と考えられる。これが・験業

選択の自由 'VC対する不当左制限であるとの論点lまさておPいても，・ Eきのもとの両性の平等・原則lて反し

ているととは明瞭では乏かろうか? 先年新宿紀伊国屋哀の喫茶庖を舞台にそこを溜まりにしている少

年グループがOLや主婦を顧客として・売春'し，小遣いを貰っていた事件があったと思うが.これを嫡

発した警察当局は，男子に対して売春防止法の適用l主無理との判断から，補君主処分を行うにとどまったと

いう報道であった。つまり同法は，第 2条で売春を女性が行をうものと特定しない定義を与えて島、き念が

ら，第 1条では女性のみを・更生'の対象としているのであるo (もし，第 2条の定室長が女性lて限定され

るもの走ら.それがまた違憲と左ろう。)

(4) ひとはつねに己れの身体の自由左主体であるわけでは左いc各自の身体lz，家族・規族や共同体の秩序

のなかでお互に緊縛しあってお>!J， 習俗の圏草案の左かにつをぎとめられている。各自身体力:そとから遊殻

するとき，売春(の最も一般的左可能性)が生じはじめる。

(5) 街角で魅力的を男性と知hあって意気投合し，その足でホテルlて泊まり，宿代を支払ってもらったとす

るoするとその時点で.売春防止法違犯容疑Kより，あ念た11逮捕されるかもしれない。金銭を受領せず

宿泊代を払ってもらうだけの， '宿パン・という分類があり，向法m5条の売春KあたるG (対償につい

て事前十E・交渉'がな〈ても，暗黙』てそれを期待しているとき，犯意治:成立する。)

(6) 
ζの点1'1，刑法上の単純猿怒とよ〈似ている。強制猿裂ならびに公然猿妥ではたしかK被害の実体が特

定できるのに対して，単純猿袋ではそうでは左い。同僚に売春を強要したり売春婦から搾取したりする

管理売春VC''1明らかに被害が伴うものの，単純売春(あるいは売春それ自体 )VC関しては，そうは言え念

レ、。 、. 
(7) 講習は，遅刻・欠勤の罰金をどと同僚VC，じつは管理売春の有力な証犯と左る。

(8) トルコ風呂は厚生省の所管であり，公衆浴場法tてもとづ〈保健所の査察がある。それK対して，いわゆ

るピンク・サロンのき，わどいサーグイスが売春一歩手前でとどまっているのは，警察の取締bの効果に負

うととろ大なのであろうo

(9) 公休(ふつう 3日働いては 1日休みの割)鰐欠を考慮して，個室数y.L 5が 1庄あたりの適正トルコ媛

数とされる。 ζζの数字は， 1 9 7 0→ 1 9 7 5年の伸びを外挿してややうちわに推算した。

CIω 売(買)春K対する反感・非襲撃 ・反僚をのべる言説をのこらずこ ζで，反売(賀)春的左言説K含めて

いるのでは乏いととVC，注意していただきたいcそれが各自の思旬、信条や倫理観を告げるものである左ら，

その効力を保証するものはその表明でるる。そしてその表明:1，他者一般K対する拘束的な彫響力へと転

化する ζ とを，まった〈狙ってい左い。それK対して反売(買)春的左言説とは，ヲモ(貿)春治L普遍的K

排除・禁止されなければ左ら乏いζとを主張いあるいは暗黙のうちにも前提と Lているような言説であ

る。
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(11)明治民法に反対する女権論者がかつて.委のみにi~)訂される~.ì丞:w宅月j 子にも遜川せ l L主おしたこと

があった。これは廃娼迩勤の戦術的ー滋てもちったコたが.戦後の民法‘2しかし蚕i丞罪，1"了向性に遊間す

るのではな ，， 一切問わ:士いというかたちで.対称性を手i現したcむうんこれ;!..姦i盈を肯定するという

趣意で左 <，法の介入力:不透当であるとい・〉趣意乏のだ。単純売春 (の非対称左現状)についても，法:主

同僚lモふるまうべきでは乏いだろうか。

(12) ドグマ:1. ある言明を採用する侵拠を.究極には l個人の信念と決断のうえは£・いている、、こつした言

説がその個人に限らずあらゆる身体をとらえるべきものとされる士号合t'C it. それはどうしても.政治的~

ものとして現象することK左る。反対派(売春容認派)を駆逐する力学の上でしか，主張する言明の普通

性を弁証できないのだから。

(13) ，生成法学 (Generative Study of Law) .というものが考えられる(橋爪 [1981aJ)左ら，

以下の立読を，近代法空間におpける(単純)売春禁止法令の導出不可能性定型. というかJこちに形式化で

きるだろう。

(14) 念のため注意してあ、けば， この水準』て£・いて.売春;主.推賞すべき善左のでも:士v>oそれI'!-，士にごと.

でも左い。さしあたりは各自の倫理[モ任されているのであって，めいめいが選択する生きられる秩序のが

わに属する。われわれが当面有効K行使している近代の言説のシステム11，それlてア・フリォリ左裁をを

下すようにはできていない， というととを言っているのだ。

(15) ムシロ l枚を抱えて体を売る'夜1ft'という人種I!，言ってみれば街娼であるが.その身体;1身分制の

階俊，からもすっかり l主み出たところでしか存在できをかった。

(16) わが国』て辛子ける心中言説の流通と恋愛の不在は， ζのような〈性〉空間の屈曲lて根拠をま?いていた。こ

の屈曲Kもっとも大きな困難をみたの1'1，まず明治キリスト者と透谷らであり，ついで，転向というかた

ちで異界(革命)と現世とを往還したマルキストらであった(ハウスキーパー制という架空の恋愛関係)c 

その屈曲カ時代の進展とともKさらK狭まるにつれて.そのささい左落差を知的な存在理，由とする二面相

一一進梢竹化人ーーカ業生する。彼らの寿命は しかし， 1970年前後， ζの屈曲が伸びきった乙とKよ

って尽きはてた。

(17) それは，自分の稼柔をさすはずの「売春婦」という ζ とばを，つい，マイナスイメージとして用いてし

まっているという，すぐ上の例Kもうかがえる。

(18) 性愛とは.多かれ少なかれ即物的であろうc

(19) .泡踊!J'のような特殊左身体技術l:t，ふたたび売春を特徴づけるものであるよ「だ。乙れ.l:t，モ ラル

にかわり，売春する身体力:自らK与えようとする形態化の試み.とも考去られる。かつて芸妓・娼妓の身

体をかたどったかずかずの身体技術の将来。

(20) トルコ簸らが売春の特異佼からまったく利益をうけてい左いかというと，そうで b左い。彼女らは模し

て日給であるが，その幾分かは.際業主主別視の代償である。すでにのべたよ弓VC， トル寸般の手取り 11.， 
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